
尼崎市子ども・子育て審議会 

第３回利用者負担検討部会 次第 

 

 

                       日時：平成 31 年４月 1８日(木)18:30～ 

                       場所：尼崎市立すこやかプラザ ホール B 

 

 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

  第１回、２回利用者負担検討部会の議事内容について 

 

 

 

 

  「幼児教育無償化制度に係る尼崎市の保育料利用者負担」中間答申（案）について 

 

 

 

 

   その他 

  

 

 

 

 

 

３ 閉会 

 

 

 

                                    以 上 



№ 選　出　区　分 所　属　等

1 学識経験者（児童福祉専攻） ◎
ﾀﾅﾍﾞ　ﾔｽﾐ
田邉　泰美

園田学園女子大学
短期大学部幼児教育学科

2 学識経験者（教育専攻）
ﾆｼｶﾜ　ﾏｻｱｷ
西川　正晃

岐阜聖徳学園大学
教育学部

3 特別委員（学識経験者） ○
ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｲﾁ
橋本　好市

神戸常盤大学
教育学部こども教育学科

4 児童福祉又は学校教育の関係者
ｳﾒﾓﾄ　ﾏｺﾄ
梅本　誠

尼崎法人保育園会

5 児童福祉又は学校教育の関係者
ﾊﾏﾅ　 ﾋﾛｼ
濱名　浩

尼崎市私立幼稚園連合会

6 市民の代表者
ﾀﾏｷ　 ﾏｽﾐ
玉木　真澄

就学前の子どもの保護者

7 市民の代表者
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｺ
吉澤　直子

就学後の子どもの保護者

◎：部会長　　○：副部会長 （平成３１年４月１８日現在　敬称略／選出区分ごとに５０音順）

尼崎市子ども・子育て審議会利用者負担検討部会委員名簿

氏　　名
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【マクロな視点】

財政再建（後代への負担の付け回し軽減等）

人づくり革命

幼児教育の無償化

待機児童の解消

保育士の処遇改善

高等教育の無償化

介護人材の処遇改善

社会保障の充実

【無償化の財源について（国の案）】

【本市の状況】

《消費税率引上げに伴う地方消費税交付金について》

《無償化に伴う市の負担について》

※１　平成３１年度に係る無償化の経費は全額国費の案が示されている。

※３　３号認定こども（０～２歳児）の保育料について、現在の市の超過負担額は年間
240,000千円程度である。（平成３０年４月ベース）

【試算】今回の無償化に伴う新たな本市の負担増分

本市の負担増分（３１年度分）　　※１

本市の負担増分（３２年度以降分）（通年）　※２　※３

7,666,290 千円

0 千円

730,000 千円

※H３１年１０月からの消費税率の引き上げ（２％分）によって、地方消費税交付金の増が
見込まれるが、その分地方交付税交付金が減る可能性もある。

※２　本試算は、幼稚園の預かり保育等に係る負担は含まれていないものであり、当該数
字はあくまで推計として算出しております。

【現行】　平成29年度決算について

地方消費税交付金（H29決算）

うち前回引き上げ分（3％分）（H29決算） 3,115,019 千円

４兆円強

5兆円強

1兆円

1.2兆円強

消費税率引上げによる税収増分

軽減税率導入に伴う減収分

（軽減税率導入考慮後の税収増分）

使
途
の
内
訳

子育て支援施設等
利用給付（仮称）

1.1兆円程度

1.7兆円程度

法律上の位置づけ
（予定）

負担割合
国 都道府県 市

区分

施設型給付
（地域型保育給付を含

む）

経
済
政
策
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＜新制度＞保育所・幼稚園等
私立

公立

1/2

-

1/4

1/4 1/4

1/41/2

消費税率引上げと無償化の財源について

＜旧制度＞私立幼稚園

認可外保育施設

一時預かり事業、ファミリーサポートセン
ター事業、病児保育事業

預かり保育 1/4 1/41/2

1/4 1/4

- 10/10

1/41/2

1/2

1/4
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幼児教育・保育の無償化に伴う新たな市負担に係る考え方（私立の場合） 幼児教育・保育の無償化に伴う新たな市負担に係る考え方（公立の場合）

無償化前（現状） 無償化後 無償化前（現状） 無償化後
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階層 区分 国基準 市基準 市/国（割合） 階層 区分 国基準 市基準 市/国（割合）

A 生活保護世帯 0 0 - A 生活保護世帯 0 0 -

B1 市民税非課税世帯（母子等） 0 0 - B1 市民税非課税世帯（母子等） 0 0 -

B2 市民税非課税世帯（その他） 9,000 5,300 0.59 B2 市民税非課税世帯（その他） 0 0 -

市民税所得割課税額 市民税所得割課税額

48,600円未満（母子等） 48,600円未満（母子等）　

市民税所得割課税額 市民税所得割課税額

48,600円未満（その他） 48,600円未満（その他）　

市民税所得割課税額　　　　 市民税所得割課税額　　　　

64,700円未満　　　　    64,700円未満　　　　    

市民税所得割課税額　 市民税所得割課税額　

80,800円未満 　　　　　 80,800円未満 　　　　　 

市民税所得割課税額　　 市民税所得割課税額　　 

97,000円未満 97,000円未満

市民税所得割課税額　　 市民税所得割課税額　　 

133,000円未満 133,000円未満

市民税所得割課税額　　 市民税所得割課税額　　 

169,000円未満 169,000円未満

市民税所得割課税額　　 市民税所得割課税額　　 

235,000円未満 213,000円未満

市民税所得割課税額　　 市民税所得割課税額　　 

301,000円未満 257,000円未満

市民税所得割課税額　　 市民税所得割課税額　　 

397,000円未満 301,000円未満

市民税所得割課税額 市民税所得割課税額　　 

397,000円以上 397,000円未満

市民税所得割課税額

397,000円以上

改　正　案  （３号保育料表・標準時間）　　
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0.68
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